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参考資料１ 

 

 

委員および一般からのご意見 

 

 

①委員から流域委員会への意見、指摘（2007/12/27～2008/1/8 第 69 回委員会以降） 

平成 19 年 12 月 27 日開催の第 69 回委員会以降、委員からのご意見はありませんでした。 

 

 

②一般からの流域委員会へのご意見（2007/12/27～2008/1/8 第 69 回委員会以降） 

No. 発言者・所属等 受取日 内 容 

921 増田京子氏 08/1/8 「淀川水系流域委員会のみなさまへ」が寄せられました。別

紙921-1をご参照下さい。 

920 佐川克弘氏 08/1/7 「河川整備計画と大阪府・財政再建団体転落の危機」が寄せ

られました。別紙920-1をご参照下さい。 

919 佐川克弘氏 08/1/7 「河川の水質を改善している大阪市下水道」が寄せられまし

た。別紙919-1をご参照下さい。 

918 近藤ゆり子氏 08/1/6 「第69回淀川水系流域委員会を傍聴して感じたこと」が寄せ

られました。別紙918-1をご参照下さい。 

917 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

08/1/6 「（丹生ダム・異常渇水対策容量）「河川管理者失格回答」

の意味するもの」が寄せられました。別紙917-1をご参照下

さい。 

916 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

08/1/5 「（異常渇水シミュレーション）丹生ダムが淀川下流部の「断

水」に全く効果が無い理由」が寄せられました。別紙916-1

をご参照下さい。 

915 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

08/1/4 「（異常渇水）大阪市水道局とのＱ＆Ａ」が寄せられました。

別紙915-1をご参照下さい。 

914 佐川克弘氏 07/12/29 「大阪市内河川の魚類生息状況について」が寄せられまし

た。別紙914-1をご参照下さい。 

913 関西のダムと水道を

考える会 野村東洋

夫氏 

07/12/29 「（川上ダム）「大阪市の水余り」こそ「アセットマネジメン

ト」を！」が寄せられました。別紙913-1をご参照下さい。

912 NPO 法人伊賀・水と

緑の会 畑中尚氏 
07/12/28 「川上ダム建設の目的のひとつ「利水について」」が寄せら

れました。別紙912-1をご参照下さい。 
911 佐川克弘氏 07/12/28 「「説明」になっていない「丹生ダム補足説明」」が寄せられ

ました。別紙911-1をご参照下さい。 
 



淀川水系流域委員会のみなさまへ             08/01/08 

 

 

  私はこの委員会を傍聴し続けてきましたが、今回遅ればせながら河川管理

者から出されてくる資料を見るにつけ、ほんとに大戸川ダム、そして川上ダム

が必要なのかとますます疑問は募るばかりです。今回新聞に掲載された資料や

河川管理者の資料などから、大阪府治水に有効であるとされる大戸川ダムが「大

阪湾河口より１３、２㎞地点でたったの１９㎝しか効果がないこと、HWL でも１

７㎝を超えるだけ、それは堤防天端より３ｍも下」とあり、これに大阪府民の

税金を投入する、と言うことには納得がいきません。これまで余野川ダムの時

にも議論をしてきましたが、ダムよりもっと下流で大雨が降った時、この HWL

を超える可能性があるでしょう。その時堤防は崩れるのですか？どこでどんな

雨が降ろうと住民の生命、財産を守ることが河川管理者の使命ではないのでし

ょうか。そのためにはまず堤防強化をすることしかないと思います。そして各

自治体も「ダムをつくれば安全」ではなく、身近にある堤防がほんとに大丈夫

なのか、河川敷きの利用はこれで良いのかなどをそれこそ河川管理者と一緒に

考えるべきです。 

 

今回以上のような考えから、大阪府の考えを確認したいと思っていましたが、

知事選となったため、急遽各立候補予定者に公開質問状を出しました。 

回答も揃いましたので、参考までにみなさんに資料提供させていただきます。 

 

みなさまの議論に活かしていただければ幸いです。 

 

        箕面市坊島 4-11-1 

        箕面市会議員 増田京子 

 

 

 

 

 

 

※ご住所の掲載については増田様の許可を得ております。 
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          公開質問状        2008 年 1 月 2 日 

大阪府知事選挙立候補予定者            様 

        「淀川水系のダムを考える大阪府民の会」 

             共同代表 （連絡先）増田京子 （箕面市坊島 4-11-1）  

                    （連絡先）小林洋一 （和泉市） 

                        神前進一 （豊中市） 

                    賛同人  佐川克弘  （高槻市） 

                         斎藤朝則 （枚方市） 

                         野村東洋夫（茨木市） 

                         山敷 恵 （高石市）  

                        水野 静 （豊中市） その他 

  ダム問題、財政問題を考え府内各地で活動している府民が中心になり、今回「淀川水系のダム

を考える大阪府民の会」を立ち上げました。そして、会の活動として別紙の公開質問状を出させて

頂きます。 

 本体着工に向けて進んでいる大戸川ダム、川上ダムの建設目的には合理性のない無駄な巨大公共

事業の典型です。年末の新聞報道にもありましたように、大阪府の厳しい財政状況がより明らかに

なりました。財政再建団体にもなりかねない、という危機が目の前に迫っているのです。 

 そのためには、これまでの大阪府行政運営の舵を大きく切り替え、透明度の高いものとする必要

があります。 

このような状況で行われる知事選挙となりました。選挙の多忙さは十分理解しておりますが、年

末年始を挟む選挙となった上に、事態の進展が急であったため、ご迷惑をおかけしますが、ぜひ１

月６日までにご回答下さい。 

私達府民は少しでも多くの情報を得て、一票を投じるその責任を果さなければと考え、質問をさ

せて頂いています。ぜひ真摯なご回答を頂けますようお願いいたします。 

時間が無いためにファックス、メールでの送信お許し下さい。（メール送信は小林洋一から送り

ます。） 

回答もファックス、メールで結構です。よろしくお願いします。 

問い合わせ、返信先(メールは増田か小林どちらでも結構です) 

増田京子の連絡先は 事務所（市民のひろば） 

〒562-0041  大阪府箕面市坊島 4-11-1 

増田メール hiroba@paw.hi-ho.ne.jp です。 

 

 

※ご住所およびメールアドレスについては増田様に掲載許可を得ております。 
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          公開質問事項 

 大阪府知事選挙立候補予定者       様  

             淀川水系のダムを考える大阪府民の会 08/01/02 

 

ご存知ですか？ ダム建設への大阪府の負担 

 2007 年８月に発表されました「淀川水系河川整備計画原案」では、戦後 大洪水を安全に流下

させるには、大戸川ダム(事業者：国交省近畿地方整備局/建設地：滋賀県)、天ヶ瀬ダム再開発（同

/建設地：京都府）、川上ダム（事業者：水資源機構/建設地：三重県）の３つのダムが必要とされ

ていますが、これらのダム事業に大阪府が経費の一部を負担していることをご存知でしょうか。 

 

ダムの効果はきわめて小さい 

 大阪府は昭和９年の室戸台風や昭和２５年のジェーン台風などで大きな被害を受けており、治水

事業が府民にとって重要なことはいうまでもありませんが、大戸川ダムおよび川上ダムの淀川への

治水の効果はほとんどありません。 

 淀川は２００年に１度程度発生する可能性のある降雨を対象に河川整備が進められていますが、

例えば大戸川ダムの場合、淀川にとって 悪のケースとされる昭和４７年の台風２０号型の降雨を

１．５３倍した場合でも、 も危険といわれる河口から１３．２ｋｍ地点（大阪工大グランド付近）

で水位を１９ｃｍ下げる効果しかありません。大戸川ダムがなくても、洪水時の水位は、堤防の高

さと比較すると約３ｍも低いのです（図）。 

 川上ダムの淀川の水位を下げる効果は同じように小さいものです。 

 

府民の血税は、府民の生命を守るために 

 大戸川ダムについての大阪府の負担分は当初１８０億円とされ、すでに１５０億円が支出されて

います。今回の見直しで、大阪府負担分は２３０億円となり、今後少なくとも８０億円の負担を求

められます。それだけでなく、さらに増える可能性もあります。川上ダムについては当初の８５０

億円が１２２０億に増額されていますが、自治体負担分は未定です。 

 もちろん府民の生命を守る治水事業は大変重要であり、今後とも進める必要があります。しかし

府民の生命を守るために 優先で行うことは、遠く離れた上流（滋賀県や三重県）にダムを建設す

ることではありません。水が乗り越えると脆く壊れてしまうと言われている堤防を補強することで

す。府民の生命を守るために府民の血税を有効に使って下さい。 

 

                「質問事項」 
それでもダム事業への負担をされますか？ 

 大阪府知事選に立候補を予定される皆さん、効果が小さい大戸川ダムや川上ダム建設に

対して、財政の苦しい大阪府がさらなる負担をすべきと思われますか。お考えをお聞かせ

ください。 
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第６９回淀川水系流域委員会を傍聴して感じたこと

２００８年１月６日

近藤ゆり子
木曽川水系揖斐川流域住民

「徳山ダム建設中止を求める会」事務局長

〒503-0875 岐阜県大垣市田町1-20-1

約１年ぶりに淀川水系流域委員会を傍聴しました。何回か傍聴申し込みをしましたが、足を

運ぶことができないでいました。第Ⅲ期に入ってからは初めての傍聴です。

さまざまな感想がありますが、一番強く感じたことを、まさに「感想」として述べます。

「川上ダム」が議題でした。

Ｔ委員（京大防災研究所）は「移転された方々の心のケア」云々という発言をなさいました。「ダム建

設を中止すると移転された方々の心が傷つくから中止は難しい。中止すべきではない」というベクトル

の発言と感じました。

今、試験湛水で水底に沈みつつある徳山村を見続けて来た者として心底腹立たしく思いました。

マスコミや行政に対しては、「苦渋の選択をした人」ほど、「一刻も早い完成を願う」と言うのです。そ

こにどんな心の痛みと屈折があるか。本当の意味で「苦渋の選択で移転した人」と向き合ったことがあ

れば、「苦渋の選択で移転した人はダムの早期完成を願っている」といったステレオタイプの意見は言

えないはずです。

１９９５年暮れ、建設省の「中止を含めて見直す」という徳山ダム建設事業審議委員会の立ち上げを

機に（おびき出されて、というべきか？）、私たちは「徳山ダム建設中止を求める会」を立ち上げました。

地方都市です。大垣市長が率先して推進する徳山ダムの建設中止の声を上げることは、周囲に奇

異の目で見られるだけではありません、大垣市は行政として嫌がらせを行ってきました（提訴し、勝ちま

した）。しかしこうしたことは別に苦痛ではありません。

「徳山ダム建設中止を求める会」を立ち上げにあたって、私たちが一番逡巡したのは旧徳山村住民

の気持ちのことでした。４６０余世帯がすべて移転補償に応じ、徳山村は１９８７年３月に廃村となって

いました。もう元からあった家は全村で数軒しかない、ほとんどの家が取り壊されていました。私たちの

声は「遅すぎた（中止を求める）声」なのです。

旧徳山村住民からは罵倒されることになるだろうと予測できました。「罵倒されても逃げない」、立ち

上げたからにはその覚悟はしました。集団移転地などにも頻繁に足を運び、いろいろな方と接し、話を

しました（その働きかけをやったことで、土地トラストの権利取得ができました）。

そうした経緯を経て「ステレオタイプ発言＝『苦渋の選択で移転した旧村民はダムの早期完成を願っ

ている』というのを垂れ流す行政や学者は、傲慢なのか怠惰なのか、本当のことを知ろうとしていない

（でなければ意図的な嘘を言っている）」と断言できます。

「故郷を水没させるという大事にあたって慎重に補償交渉を進めるべきだ」とした人も、最終的には

補償交渉に応じて移転しました。私たちが立ち上がったときには、表向き「ダム反対」を口にする旧村

民はいなかったのです。

しかし、「ダム」を積極的に容認し早期の補償交渉妥結に動いた人も、単純に「ダム推進派」ではあり

ませんでした。「下流住民のためだ、ということで苦渋の選択で故郷を離れた。今頃になってダムを中
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止するなどとは許せない。ダムの早期完成を願っている」とマスコミの前や公の席で繰り返し述べてい

た人の中に、水面下で私たちを何かと助けて下さった方もおられました。「推進」を掲げた人も、「慎重

（反対に繋がる）」を唱えた人も、先祖伝来の土地を手放すに至る胸中には、その表面的言辞ではとら

えられない複雑なものがあるのです。

今、徳山ダムは試験湛水中であり、（元々湛水線以上にある一集落跡を除き）村落跡は水没しまし

た。試験湛水が始まり、集落が水没してから、旧徳山村幹部として補償交渉の窓口を務めた方が、事

業者らを訴えています－「約束が破られた」と無念の思いを込めて。（「地方の時代」映像グランプリを

受賞した東海ＴＶ制作「約束～日本一のダムの奪うもの～」をご覧下さい）

徳山村を承継した藤橋村（現・揖斐川町）幹部でダム対策にあたった方も、０７年暮れに事業者を提

訴しています。

これらの方々は、行政マンとして徳山ダム問題に向き合ってきたのです。決して「ダム反対運動」をし

てきたわけではありません。こうした方をして「裏切られた。約束を反故にされた」と感じるようなことを、

国・事業者（水機構）は行い続けてきたのです。

ダムが完成しようと中止になろうと、かけがえのない故郷を奪われたしまったという心の痛みは「ケ

ア」などしようもないのです。

川上ダムを中止としたとき、移転住民に「精神補償」を行うことに、私は反対しません（「前例がない。

不公平だ」という意見は多々噴出するでしょうけど）。それは「ダムを作ったら安らかであったろうに、中

止することになったから申し訳ない」という意味ではありません。作る必然性がないからこそ長らくダム

は出来なかった・・・必然性のない「ダム」によって、それぞれの方の人生を翻弄してしまったことへの謝

罪は必要だと考えるからです。

淀川水系流域委員会委員の皆様、そして河川管理者側の方々、事業者（水資源機構）の方々に訴

えます。

「苦渋の選択で移転した人はダムの早期完成を願っている」といったステレオタイプの意見を「川上

ダムは中止できない」理由に使わないで下さい。それは人が belong to する土地（歴史・暮らし・風

土）を知ろうとしない浮薄な議論です。他人の「気持ち」を慮る素振りで自らの責任を逃れる狡猾な手だ

と非難されても仕方のないやり方です。

水資源機構ダム（＝水資源開発ダム）川上ダムは要らない。丹生ダムも要らない。

水資源開発事業として建設された長良川河口堰、そして徳山ダムが要らないのと同様に。

ＰＳ：全く偶然ですが、「徳山ダム建設中止を求める会」を立ち上げの数年前のある晩秋の日曜日に、

丹生ダムで集落ごと移転した鷲見での離村式に遭遇してしまいました。

大垣から揖斐川を遡り、もう本郷地区にも数軒しか家は残っていない、そんな旧徳山村を抜け、高

倉（こうくら）峠から今庄に行きました。いつもは北国街道を椿坂峠へと抜けるのに、その日は気まぐれ

で中河内から高時川上流に入りました。いくつかの家の痕跡・・・「水資源開発公団」の看板を見て驚き

ました。「徳山ダムで終わりかと思ったら、まだ他にも水資源開発ダムを作ろうというのか？！」

後から思うとこれもまた「運命」だったのかな、などと・・・・
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淀川水系流域委員会殿 
 
  （丹生ダム・異常渇水対策容量） 
         「河川管理者失格回答」の意味するもの 
                               平成２０年１月６日 

                          「関西のダムと水道を考える会」  
                             （代表）野村東洋夫 
 
私達は河川管理者に次の質問をしました（受付番号 1438）。 
 “私達も河川環境を大事にすべきとは勿論考えておりますが、ただこのシミュレーションの

対象は６０年確率の異常渇水ですから、このような非常事態においては「人間優先」とせ

ざるを得ず、河川水の使用優先順位は次のようにすべきと考えますが、如何でしょうか？ 

      １）上水  ２）工水・農水  ３）維持用水 ” 

 
これに対する河川管理者の回答は次の通りです。（アンダーラインは当会） 
 “既往最大渇水というのは、結果として既往最大であったことが分かるのであり、渇水の初期

あるいは渇水が進行する過程で、その渇水が既往最大規模の渇水となるので普通の渇水とは

異なる非常事態として対応する、ということができるものではありません。 

  ご質問の「上水」は日常生活に、「工水・農水」は社会経済活動に、「維持用水」は生態系維

持等の河川の機能のために、それぞれ必要なものです。上記のような状況において、使用に

優先順位をつけることはできないと思われます。” 

 
この回答は私達の質問に正面から答えていません。額面通りに受け取るなら、「河川管理者 
失格」と言うべきシロモノです。 
問題は、彼らが敢えてこのようなナンセンスな回答をしてまで守ろうとしているものが何 
かですが、それが「維持流量カット」であることは明らかです。即ち、異常渇水において 
昭和５９年～６０年渇水レベルの維持流量カットをもし認めれば、彼等のシミュレーショ 
ンにおける琵琶湖水位低下が BSL－1.4m 程度で止ってしまうからであり、私達の意見書 
（№889）が指摘するように、彼らが丹生ダム異常渇水対策容量の論拠を失うからです。 
 
これからの委員会において「維持流量」問題が充分審議されることを私達は強く要望しま 
す。 
 
                                     （以上） 
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